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一般的留意事項
（ “認証／選択”評価共通）

33

自己評価書の公開

○ 提出して頂く自己評価書は、評価終了後、

評価結果と共に、大学評価・学位授与機構

のHPにおいて、原文のまま公開します。
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自己評価書だけで分かるように

○ 当事者以外は別添資料を参照することは

困難ですから、自己評価書だけで大学の状

況の概略が分かるように記述して下さい。

55

観点ごとの記述（１）

○ 【観点に係る状況】には客観的事実のみを記述し

○ 【分析結果とその根拠理由】で自己評価する

●大学が当然に実施している事柄に関する記述は出

来るだけ簡略（あるいは省略）にして、貴学の特色

が明確になるように記述して下さい。
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観点ごとの記述（２）
－『自己評価実施要項』別紙２－

○ 【関係法令等】（主要なものは、各観点に記載）を踏まえて分析してください。

○ 【留意点】をよくお読みの上、分析してください。

－ 「●（クロマル）留意点」： 当該観点では分析せずに、指定された観点

で分析。

○ 【根拠となる資料・データ等】

－ 〔提出必須〕とあるものは、必ず提出。

○ 『Q&A』も、必要に応じて、参照してください。

77

記述・分析は資料・データを基に
具体的に！

○具体的でない記述の例：

― 学生による授業評価の結果を踏まえて、授業改善を実施している。

― 評価結果を改善に活かしている。

― 活発に活動している。

― 多くの成果を上げている。

― 高く評価されている。

― 学生の満足度が高い。
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具体的でない記述に対しては・・・

○具体的な説明（又は、資料の追加提出）を求める

二度手間

又は

○評価対象としない 折角書いたのに・・・

99

記述はありのままを！

○ 実状をありのままに記述して下さい

評価者(Peer) 状況が目に浮かぶ

評価し易い

○ 「創作」を含む記述 評価者(Peer) 
状況が目に浮かばない・訪問調査で

実状が分かる 心証悪化
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「優れた点」
（参考： 『大学機関別認証評価：評価実施手引書』p.8）

○ 大学の目的・目標に照らして、優れていると判断されるもの

○ 大学の目的に照らして、特色ある、又は個性ある取組であり、成果が上がっ

ていると判断されるもの

○ 教育研究活動等の改善に向けて先進的な取組であり、成果が上がっている

と判断されるもの

○ 大学一般に期待される水準から見て、優れていると判断されるもの

1111

○ 法令違反の状態であり、可及的速やかに改善すべきと判断されるもの

○ 法令違反の状態ではないが、速やかに改善が必要と判断されるもの

○ 大学の目的に照らして、改善が必要と判断されるもの

○ 大学一般に期待される水準から見て、改善が必要と判断されるもの

○ 当該大学の目的に照らして、更なる向上に向けて取り組んでいる点

→ 「改善を要する点」を“的確に”抽出し、記述してく

ださい。

「改善を要する点」
（参考： 『大学機関別認証評価：評価実施手引書』p.8）



1212

「優れた点」「改善を要する点」

○ 「優れた点」「改善を要する点」を記述する場

合には、その内容を必ず「観点ごとの分析」の

中に記述して下さい。

1313

資料の引用も具体的に

例：

本学の目的は、学則（資料1-1-1-A）、『小平大学概要』（別添資

料1-1-1-5、p.5）、小平大学ウェブサイト（別添資料1-1-1-6、

http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/1178542_833.html ） 、

及び『学生便覧』（別添資料1-1-1-7、p.12）等に記載している。

その内容は「・・・・・・・・・・」である。

本学の目的は、学術の中心として、・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

資料1-1-1-A

（出典 小平大学学則）
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資料について
（ “認証／選択”評価共通）

1515

必要最小限の添付資料

○ 添付資料は、一覧表を付けて見易い形に整理し、バインダー等にまとめて下さ

い。

○ 大部の冊子については、自己評価書に記載している内容を確認するのに必要

な箇所のコピーを添付し、冊子本体は訪問調査時に閲覧できる様にして下さ

い。

○ シラバス、学生便覧、時間割等は各2部提出して下さい。尚、これらが電子版

やWeb上でのみ提供されている場合には、印刷して提出する必要はありませ

ん。

○ ウェブサイトを引用する場合には、コピーを添付するか又は URL を明示して下

さい。
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個別留意事項
－認証評価－

『大学機関別認証評価：自己評価実施要項』
別紙２（p.17～）

1717

観点1-1-① 大学の目的

○ 「学部、学科又は課程（大学の教育研究上の基本組織）等」ごとに定め

る。

○ 「学則等」とは：「学則、学部規則又は学科規則などの適切な形式」（大

学設置基準等の一部を改正する省令等の施行について（通知）：平成

19年7月31日）

【関係法令】 ***** 大学設置基準第2条 *****

大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研

究上の目的を学則等に定めるものとする。
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観点2-1-① 学部・学科

○ どのような学部、学科（研究科、専攻）で構成されているか

について分析。

● 学部、学科（研究科、専攻）の「教員編成」については、基

準３で分析。

● 学部、学科（研究科、専攻）の「教育課程」については、基

準５で分析。

1919

観点2-1-② 教養教育の体制

○この観点においては、教養教育の実
施体制について分析。

－ 全学共通教育委員会、全学出動態

勢、専門の部局、．．．．

●教養教育の具体的内容については、
基準５で分析。



2020

観点2-1-④ 専攻科・別科

○ 専攻科・別科を設置していない場合は、
“該当なし” と記載
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観点2-1-⑤ 附属施設等

○ 教育活動（大学院課程における研究指導を含む）

を直接担う附属施設、センター等について、その役

割、機能状況を“簡潔に” 記述・分析。

● 教育課程の観点からの分析は、基準５において記

述。
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観点3-1-① 教員組織

○ 教員の所属（例：学部・学科）について記述・分析（講座制、

学科目制にこだわらない）。

○ 責任の所在については、学部長、学科長（学科主任）など。

【関係法令】 *****大学設置基準第7条（教員組織）（平成19年度施行）*****

2 大学は、教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連

携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編

制するものとする。

2323

観点3-1-② 教員数（学士課程）

○下記を踏まえ、専任でない教員の状況も含めて記述・分析。

【関係法令】

*****大学設置基準第10条（授業科目の担当） （平成19年度施行）*****

1 大学は、教育上主要と認められる授業科目については、原則として専任の教授又は准教授に、

それ以外の授業科目についてはなるべく専任の教授、准教授、講師又は助教に担当させるもの

とする。

*****大学設置基準第13条（専任教員数）／「別表」（平成19年度施行）*****

専任教員の数は、学部の種類及び規模並びに大学全体の収容定員に応じ定める教授、准教授、

講師又は助教の数を合計した数以上とする。

「授業を担当しない教員」は専任教員の数に含めない。

設置基準に定める専任教員数の半数以上は原則として教授とする。
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観点3-1-③ 教員数（大学院課程）

○ 専攻ごとの研究指導教員数及び研究指導補助教
員数を職位別に明記（『大学現況表』）。

○ 専門職学位課程においては、 「実務家教員」「み
なし専任教員」についても記述。

【関係法令等】
*****大学院設置基準第9条／「大学院に専攻ごとに置くものとする教員の

数について定める件」*****

***** 専門職大学院設置基準第5条／「専門職大学院に関し必要な事項
について定める件」*****
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観点3-1-④ 教員組織の活性化

○ 例えば、年齢のバランスへの配慮、性別のバランスへの配

慮（女性教員の採用に関する数値目標の設定、出産・育児

等と教育研究の両立を可能とする制度・体制の整備等）、外

国人教員の確保、公募制、任期制、テニュア制度（終身在職

権）、サバティカル制度（教員研究休暇制度（海外派遣制度

を含む。））や優秀教員評価制度の導入等が考えられるが、

○ これらはあくまでも例示であり、大学の目的や規模・特色等

に照らして、教員の活動をより活性化するための適切な措

置が講じられているかを分析。
【関係法令】 ***** 大学設置基準第7条 *****

3. 大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の
構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないように配慮するものとする。
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観点3-2-① 教員の採用・昇格

○ 学士課程においては、教育上の指導能力の評価、また、大学院課程に

おいては、教育研究上の指導能力の評価をどのように実施しているか

を含めて分析。

－ 例えば、抱負・計画書の提出、面接、模擬授業、．．．．

【関係法令等】 ***** 大学設置基準第14条（教授の資格） *****

教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学におけ

る教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
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観点3-2-② 教員の業績評価

○ いわゆる教員の“業績評価（一般的には「教育」、「研究」、「管理運営」、

「社会貢献」の４領域についての評価）”について分析。

「“学生による授業評価” 及び、その“授業改善への利用”」は観点8-1-②で分

析。

－ “学生による授業評価結果”を教員の業績評価に反映させることを妨

げるものではない。
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観点4-1-④ 入学者選抜の検証・改善

○ 入学者選抜法の検証、改善の具体的事例について記

述・分析。
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観点4-2-① 入学者数の適性化

○ 過去5年間の入学定員、志願者数、合格者数、入学者数
等を、学部・研究科別、課程別に記述して下さい（『平均入学
定員充足率計算表』）。募集単位別の状況が分かる資料を
添付して下さい。

○ 学部・研究科レベルで「1.3倍以上／ 0.7倍未満」は評価報
告書において「改善を要する点」として指摘。

－ 学科・専攻レベルにおいても、指摘する場合あり。

○ 上述の状況に該当する場合は、改善を図った具体的事例、
今後の改善計画を記述。
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観点5-1-① 教育課程の編成・実施方針

○ 教育課程の編成・実施方針の策定に当たっ
ては、教育課程の体系化、単位の実質化、教
育方法の改善、成績評価の厳格化等について
留意。
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観点5-1-③ 教育課程編成における配慮

○ 学生が社会的及び職業的自立を図るために必
要な能力を培うための配慮についても分析。

－ キャリア教育に関する“授業科目” を設けなさい
という意味ではない。

【関係法令等】 ***** 大学設置基準第42条の2（社会的及び職業的自立を図
るために必要な能力培うための体制）（平成23年4月1日施行） *****

大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの
資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育
課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内の組織間の
有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。
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観点5-2-② 単位の実質化

○ 学生の主体的な学習を促し、必要な学習時間を確保す
るような取組がなされているかを分析。

○ せめて、「授業週を確保／もう少し、準備学習・復習をし
よう（させよう）」という趣旨です！

【関係法令等】
**** 大学設置基準第21条第2項（単位） *****

– 「1単位45時間の学修を標準／講義： 15時間を１単位」

**** 大学設置基準第22条（一年間の授業期間） *****
– 「１年間の授業期間： 35週を原則」

**** 大学設置基準第23条（各授業科目の授業期間） *****
- 「各授業は、10週又は15週」

**** 大学設置基準第27条の2（履修科目の登録の上限） *****
- 努力規定

3333

参考： 学期中の活動内容の国際比較

（中央教育審議会「学士課程の構築に向けて」（答申）資料2-13より）
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観点5-2-③ シラバス

○ シラバスが適切に作成されているかについて分析。

－ 授業名、担当教員名、講義目的、各回ごとの授業内容、成
績評価方法、成績評価基準、準備学習等についての具体的な指
示、教科書・参考文献、履修条件等。

○ 学生の活用（科目選択、準備学習に利用）状況を分析

【関係法令】

***** 大学設置基準第25条の２（平成20年度施行） *****

大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画

をあらかじめ明示するものとする。

***** 大学設置基準第25条の２（平成20年度施行） *****      

2 大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及

び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するととも

に、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。
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観点5-3-① 学位授与方針

○ 学位授与方針において、卒業（修了）生に身に
付けさせるべき能力に関する大学の考えを示す
ことにより、受験者が大学を選択する際や、企業
等が卒業（修了）生を採用する際の参考となる。
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観点5-3-③ 成績評価の厳格性

○ 旧観点5-3-② 「成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられてい
るか」

新観点5-3-③ 「成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な
措置が講じられているか。」

○ 「安易に単位を与えていないでしょうね」という趣旨です！！
― 現行の大学制度では、個々の授業の成績評価を積み上げて、卒業（修了）

認定。厳格な成績評価は大学教育の質保証の原点。

【関係法令等】 ***** 大学設置基準第25条の２（平成20年度施行） *****

2 大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、

学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。
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観点5-6-④ 学位論文に係る評価基準
＜修士課程・博士課程＞

○ 「学位論文に係わる評価基準（特定課題研究の成果も同様）」とは、“どの

ような内容・体裁の論文を可とするか” を定めたもの。“学位論文に関わる

審査手順／学位論文提出の要件（査読付論文○報）” ではないことに注

意！

【関係法令等】 ***** 大学院設置基準第14条の２（平成19年度施行） *****

２ 大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、

学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。
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観点5-1-③、観点5-2-①など

○ GPタイプの支援プログラムに採択された取組がある場合

には記述して下さい。「採択された」という事実だけでなく、そ

の取組が教育にどの様に活かされているかを分析。支援期

間終了後の継続・発展の状況も記述。

○ GPタイプの支援プログラムに採択された取組は、原則とし

て「優れた点」として評価書に記載。

39

基準６ 学習成果（全般）

○ 「学習成果（教育の成果）」の評価は容易ではない
が、重要！

○基本的な観点として、４つの観点を用意（第１サイク
ルと基本的には同じ）。

●この基準では、あくまで「学習成果の評価結果」を中
心に分析。

－ 評価法の工夫については「観点８-1-①」で評価！
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観点6-1-① 卒業（修了）状況等

○提出必須データ（新規）：

学部・研究科ごとの

・ “標準修業年限内卒業（修了）率”

・ “「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率”

（過去5年分程度）

4141

「

標準修業年限内卒業（修了）率

標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

＝

＝

標準修業年限（例：４年制学部であれば４年）前の入学者数

標準修業年限で卒業（修了）した者の数

Ａのうち、（標準修業年限×1.5）年間に学位を取得した者の数

（標準修業年限×1.5）年前の入学者数（Ａ）

標準修業年限内卒業（修了）率等

（詳しくは、『自己評価実施要項』p.41参照）
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観点6-1-② 学生の意見聴取

● 旧観点６－１－② 「授業評価等、学生の意見聴取の結果
から判断して、教育の成果や効果が上がっているか。」

新観点６－１－② 「学習の達成度や満足度に関する学生
からの意見聴取の結果等から判断して、学習成果が上がっ
ているか。」

－ 第１サイクルでは“授業改善のため”の“授業評価”を、そのまま記述し

た自己評価書も見られた（「板書が見やすかった」？ ：評価書では削除）。

－ 興味深い“達成度評価”の例

・達成度調査アンケート（東京大学教養学部：H21）

・学習ポートフォリオによる達成度評価（九州工業大学：H21)
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観点6-2-① 就職・進学状況

○ 提出必須データ（新規）：

学部・研究科ごとの

・ “進学率”

・ “就職率（就職者数／卒業（修了）者数”

・ “就職希望者就職率（就職者数／就職希望者

数）”

（過去5年分程度）
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基準6-2-② 卒業（修了）生、就職先の意見

○ 大学が現在把握している根拠資料・データの中か
ら、間接的又は部分的であっても、状況が客観的に

裏付けられるものを示しつつ分析。

－ 興味深い“卒業（修了）生・企業等の意見聴取”の例

・電気通信大学、北海道大学（H21）

・静岡文化芸術大学（H22）

45

基準7－1 施設・設備

○ 観点7-1-①では、施設・設備全般について
分析。

－ ICT環境（例、情報センター等）、図書館については

簡潔に。

－ 耐震化、バリアフリー化、安全・防犯面について分析

○ ICT環境については観点7-1-②で分析。

○ 図書館については観点7-1-③で分析。
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基準7－2 学生支援

○ 観点7-2-②では “学習支援”について分析。
○ 観点7-2-⑤では “生活支援（含：就職支援）”につ

いて分析。

【関係法令】 ***** 大学設置基準第42条の2（社会的及び職業的自立を図るために
必要な能力を培うための体制）（平成23年4月1日施行） *****

大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質
を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実
施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内織間の有機的な連携を図
り、適切な体制を整えるものとする。

○ 観点7-2-⑥では “経済面の援助”について分析。

47

観点8-1-① 教育の内部質保障システム

○ 旧観点9-1-①：「教育の状況について、活動の実態を示す
データや資料を適切に収集し、蓄積しているか。」

新観点8-1-①：「教育の取組状況や教育による学習成果に
ついて自己点検・評価し、教育の質を保証すると共に、教育
の質の改善・向上を図るための体制が整備され、機能してい
るか。」

（データや資料を収集・蓄積するのみでなく、
分析、更に、改善・向上に結びつけるための
体制の整備と機能）
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観点8-1-② 学生による授業評価等

○ 「学生による授業評価（アンケート）」は、主として、

この観点で分析。

○ 教職員からの意見聴取についても分析。

4949

観点9-3-③ 評価結果のフィードバック

○ 以前に認証評価を受けた際に「改善を要する点」の指

摘を受けている場合、又は、「設置計画履行状況等調査

（アフターケア）で留意事項」が付されている場合は、

改善に向けた取組や改善状況について記述してください。
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＜基準１０ 教育情報等の公表＞

○ 新設／３つの観点

○ 法令等により公表が義務づけられている情報

－ 『Ｑ＆Ａ』：Ｑ65、66参照

(1) 教育についての基本情報（学校教育法施行規則第
172条の2）

(2) 自己点検・評価の結果(学校教育法第109条第1項）

(3) 財務諸表等の情報（各大学を設置する法人に適用され
る関係法令 ）

5151

*****学校教育法施行規則第172条の２

（平成23年４月１日施行）*****

大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公
表するものとする。

一 大学の教育研究上の目的に関すること

二 教育研究上の基本組織に関すること

三 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績
に関すること

四 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び
在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数
及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること

五 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画
に関すること

観点10-1-①

観点10-1-②：ＡＰ
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*****学校教育法施行規則第172条の２

（平成23年４月１日施行）：続*****

六 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たつ
ての基準に関すること

七 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環
境に関すること

八 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること

九 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係
る支援に関すること

２ 大学は、前項各号に掲げる事項のほか、教育上の目的に応じ
学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公
表するよう努めるものとする。 観点10-1-②：ＤＰ

5353

個別留意事項
－選択評価－

『大学機関別選択評価：自己評価実施要項』
別紙2
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選択評価事項A
－ 研究活動の状況 －

『大学機関別選択評価：自己評価実施要項』
別紙2（p.17～）
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観点群 A-1-①～③

○ 大学全体について分析。

－ 観点A-1-①： 研究の実施体制及び支援・推
進体制

－ 観点A-1-②： 研究活動に関する施策

－ 観点A-1-③： 研究活動に関する検証・改善
の取組
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A-2-① 研究の活発さ

○ 部局別の記述をした上で、大学全体としての
総括を記述して下さい。

○ 必須データ（新規）： 研究出版物数、研究発
表数、その他の成果物の公表件数、科学研究
費補助金の申請件数（過去5年分程度）
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A-2-② 研究の質

○ 部局別の記述をした上で、大学全体としての
総括を記述して下さい。

○ 必須データ（新規）： 受賞件数、特許等の取
得件数、科学研究費補助金の獲得件数・金額
（過去5年分程度）
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A-2-③ 社会・経済・文化の発展

への寄与（社会貢献）

○ 部局別の記述をした上で、大学全体としての
総括を記述して下さい。

59

選択評価事項B
－ 地域貢献活動の状況 －

『大学機関別選択評価：自己評価実施要項』
別紙2（p.21～）
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選択評価事項B

地域貢献活動の状況

● 地域貢献活動の例

－ 正規課程の学生以外への教育サービス・学習機会の
提供

－ 産業界との協力による地域産業の振興への寄与

－ 国・地方公共団体・民間団体との連携による地域社会
づくりへの参画

● 「地域」の範囲は、特に、限定しない。

61

観点群 B-1-①～④

○ 各観点において“ＰＤＣＡ”の順に記述・分析。

－ 観点B-1-①“Ｐ”： 計画

－ 観点B-1-②“Ｄ”： 実施

－ 観点B-1-③“Ｃ”： 検証

－ 観点B-1-④“Ａ”： 改善の取組

○ 第１サイクルにおいて“Ｐ／Ｄ”が明確に区別されていない自
己評価書が少なからずあったので注意。

○ 観点B-1-② 提出必須データ（新規）：各活動の実施状況が
確認できる資料（公開講座等の開催回数・参加者数、図書館の利用者
数、企業との共同により開発された製品数、参画した審議回数・委員数等）

（過去５年分程度）
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